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第１条 目的 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年

法律第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等及

び法定外空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定め、適切

な管理を促進することにより、市民の生命、身体及び財産を保護し、そ

の生活環境の保全を図ることを目的とする。 

 

【条例制定の趣旨・目的】 

本市においては、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その

生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空家等対策

の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）及びたつの市空き家等

対策の推進に関する要綱（以下「要綱」という。）により、空き家等対策を推

進してきた。 

総務省の実施した平成30年住宅・土地統計調査によると、使用目的のない空

き家（空き家のうち、二次的住宅並びに賃貸用及び売却用の住宅を除いたもの

をいう。）は約350万戸あり、今後もその数は増加することが見込まれており

（前回の調査、平成25年から約30万戸増加）、当該状況にあたっては、本市に

おいても例外ではない（2,680戸（第2期たつの市空き家等対策計画の平成30年

の数値より）あり、前回調査（平成25年）から280戸増加）。 

こうした状況を踏まえ、空家法の一部を改正する法律（令和5年法律第50 

号）が、令和5年12月13日（令和5年6月14日に公布）に施行され、所有者等の

責務強化、管理不全空家等の規定、特定空家等の所有者等に対する報告徴収権

の付与、緊急代執行制度の創設など、行政指導等の強化が図られたが、各自治

体において、従前からの課題ともされている、「長屋及び共同住宅の取扱い」

及び「緊急時の措置」については、規定されていない。そのため空家法を補完

する形の条例を制定している自治体もある。 

本市においては、各自治体が課題としている「長屋等の取扱い」について

は、要綱に規定した上で、空き家等の指導等を実施してきたものであるが、一

方、条例を制定する上で必置規定ともされている「緊急時の措置」について

は、現在、実施する根拠規定がないことから対応に苦慮してきたところであ

る。 

ついては、本市においても、更なる空き家等対策の推進を図るとともに地域

住民の安全・安心の確保のため制定したものである。 
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第２条 定義 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(１) 空家等 法第２条第１項に規定する空家等であって、市内に存する

ものをいう。 

(２) 法定外空家等 長屋及び共同住宅の住戸又はこれに附属する工作物

であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び

その敷地（立木竹その他の土地に定着する物を含む。）であって、市内

に存するものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理

するものを除く。 

(３) 特定法定外空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の良好な生活環境の保全を図るために放置することが不適切

である状態にあると認められる法定外空家等をいう。 

(４) 管理不全法定外空家等 適切な管理が行われないことによりそのま

ま放置すれば特定法定外空家等に該当することとなるおそれがある状態

にあると認められる法定外空家等をいう。 

(５) 所有者等 所有者又は管理について権原を有する者をいう。 

(６) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者（通学し、又は通勤す

る者等を含む。）又は市内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。 

 

【説明】 

１ この条例において使われている用語のうち、明確にすべき用語につい 

て、定義を定めている。 

 

２ 第１号の「空家等」とは、空家法第２条で以下のように規定されてい

る。 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工

作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項

において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は
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管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著

しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を

損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

３ 第２号の「法定外空家等」とは、空家法に定める空家等に該当しない 

が、これに準じるものとして定めている。 

  空家法上、「空家等」というためには、対象とする建築物全体におい 

て、何らの使用もされていない状態である必要があるため、長屋及び共同 

住宅にあたっては、すべての部屋が空き住戸となっている状態でなければ

空家等と判断されない。 

そのため、当該建築物にあたっては、行政指導等に該当するに等しい状

態になったとしても、空家法では対処できないことから、当該建築物にあ

たっては、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、又は当

該使用が相当期間なされていない住戸又は区画とする。 

 なお、「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」と 

は、人の居住や出入りが無く、継続的使用がされていない状態のもの、及 

び使用頻度が年に数回程度に留まる状態のものをいう。 

  

４ 第３号の「特定法定外空家等」とは、空家法の特定空家等と同様に法定

外空家等のうち、次の状態にあると認められる「法定外空家等」をいう。 

  （１）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状 

 態 

（２）著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（３）適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている 

状態 

（４）その他周辺の良好な生活環境の保全を図るために放置することが不

適切な状態 

  

５ 第４号の「管理不全法定外空家等」とは、空家法の管理不全空家等と同 

様に法定外空家等のうち、適正な管理が行われないことによりそのまま放

置すれば「特定法定外空家等」に該当することとなるおそれがある状態に

あると認められる「法定外空家等」をいう。 
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６ 第５号の「所有者等」とは、空家等、法定外空家等、特定空家等、特定

法定外空家等、管理不全空家等、管理不全法定外空家等の所有者、所有者の

相続人、不在者財産管理人、相続財産清算人その他の管理責任のある者をい

う。 

 

第３条 市の責務 

（市の責務） 

第３条 市は、法定外空家等の適切な管理の促進に関する施策を実施する

ため、必要な措置を講ずるよう努める。 

 

【説明】 

 １ 市は、行政指導や行政処分等の適切な管理を行うとともに、発生抑制や

有効活用に係る空き家等対策を総合的に実施することを規定している。 

 

第４条 所有者等の責務 

（所有者等の責務） 

第４条 法定外空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、法定外空家等の適切な管理に努めなければならない。   

２ 法定外空家等の所有者等は、市が実施する法定外空家等に係る対策に

関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

【説明】 

 １ 空家法第５条では、所有者等に対して「空家等の適切な管理に努め

る」、「地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう」と

努力義務を課している。本条では、「法定外空家等」についても同様に

「適正な管理に努め」、「市が実施する空家等対策に関する施策に協力す

るよう」努力義務を規定している。 

 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺

の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとと

もに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう

努めなければならない。 
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第５条 市民等の責務 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、相隣関係にある空家等又は法定外空家等の管理に関する

問題が生じた場合において、当該空家等又は法定外空家等の所有者等を確

知しているときは、当事者間で解決するよう努めなければならない。 

２ 市民等は、適切な管理が行われていないと思料する空家等又は法定外

空家等を発見したときは、市に当該空家等又は法定外空家等の情報を提

供するよう努めなければならない。 

 

【説明】 

 １ 空家等又は法定外空家等が原因で生じた当事者間での紛争の解決に干渉

するものではないことを明示している。なお、空家等若しくは法定外空家

等が周辺の生活環境を害するおそれ又は市民の生命、身体及び財産に危害

を及ぼすおそれがあり、公益上、必要があると認められる場合には関与す

るものである。 

 

２ 空家等又は法定外空家等が管理不全な状態にある場合には、その情報を

市に提供していただくことを規定している。なお、情報の提供にあたって

は、その手法は問わないものとする。 

 

第６条 立入調査等 

（立入調査等） 

第６条 市長は、法第９条第１項の規定に準じて法定外空家等の所在及び

当該法定外空家等の所有者等を把握するための調査その他法定外空家等

に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、第１１条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度に

おいて、法定外空家等の所有者等に対し、当該法定外空家等に関する事

項に関し報告させ、又は当該職員若しくはその委任した者（以下「職員

等」という。）に、法定外空家等と認められる場所に立ち入って調査を

させることができる。 

３ 市長は、前項の規定により職員等を法定外空家等と認められる場所に

立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該法定外空家等の

所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に

対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により法定外空家等と認められる場所に立ち入ろうとす

る職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと
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きは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

 

【説明】 

 １ 空家等については、空家法第９条において立入調査等が規定されている

が、「法定外空家等」についても同様の調査を行うことができるよう規定

している。 

なお、調査等とは、市民等又は自治会等から空家等又は法定外空家等を

把握するために必要な情報の入手、空家等又は法定外空家等の状態を把握

するための現地調査、所有者等を特定するための登記簿及び戸籍調査、近

隣住民からの聞き取り調査等をいう。また、現地調査にあたっては、空家

等又は法定外空家等の状態等を判定するため、必要な限度において当該空

家等又は法定外空家等の敷地内に立ち入ることができることとする。 

なお、その際には、当該所有者等に対し５日前までに通知するととも

に、現地調査の際には身分証明書を携帯しなければならず、また、立入調

査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではないことを明示してい

る。 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家

等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行の

ために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限

度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報

告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場

所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と

認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該

空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有

者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提

示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも
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のと解釈してはならない。 

 

第７条 所有者等に関する情報の利用等 

（所有者等に関する情報の利用等） 

第７条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で

保有する情報であって氏名その他の法定外空家等の所有者等に関するも

のについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有

に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。 

２ 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公

共団体の長、法定外空家等に工作物を設置している者その他の者に対し

て、法定外空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めるこ

とができる。 

 

【説明】 

 １ 本条は、空家法第１０条においても規定されているもので、法定外空家

等の所有者等に関する情報についても内部で利用することができるよう規

定したものである。 

 

 ２ 本条の規定により、個人情報保護法の目的外利用及び情報の制限につい

て適用除外とするものである。 

  （例）空家等の所有者等の調査に必要な住民票等 

     水道閉栓情報 

     日本郵便株式会社の郵便の転送情報 

     一般送配電事業者又は一般ガス導管事業者の保有情報 

 

 ３ 空家法で規定される空家等については、所有者等に関する固定資産税情 

  報の内部利用は可能であるほか、条例で規定する法定外空家等について 

も、平成３１年３月７日衆議院総務委員会における総務省自治税務局長の 

答弁より、空家法と同様に固定資産税情報の内部利用が可能とされてい 

る。 
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【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的

で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものにつ

いては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たっ

て特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができ

る。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとさ

れているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとさ

れているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区

の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区

長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度にお

いて、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要が

あるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している

者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供

を求めることができる。 

 

第８条 関係機関等との連携 

（関係機関等との連携） 

第８条 市長は、警察その他の関係機関（以下「関係機関」という。）と

連携し、必要があると認めるときは、関係機関の長に対し、空家等又は

法定外空家等の情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 

 

【説明】 

 １ 本条は、この条例の施行のために必要があると認める場合には、市長は

警察その他の関係機関に対し、空家等又は法定外空家等の情報の提供及び

協力を要請できることを規定している。 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条  

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要が

あるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している

者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供

を求めることができる。 
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第９条 所有者等による法定外空家等の適切な管理の促進 

（所有者等による法定外空家等の適切な管理の促進） 

第９条 市長は、第６条第１項の調査により、第４条第１項に規定する適

切な管理が行われていないと認めるときは、法定外空家等の所有者等に

対し、必要な情報の提供又は助言を行い、適切な管理の促進に努めるも

のとする。 

 

【説明】 

 １ 原則、外観目視による実態調査を実施した結果、適切な管理が行われて

いないと認めるときは、所有者等に対し助言等を行い、適正な管理を促す

ことで、周辺環境へ影響を与えないよう努めるものとする。 

 

２ 「助言」とは、所有者等に対し、自己管理を促すため、例えば、時々の

通水、換気、清掃等の適切な管理又は適宜の除草、立木竹の伐採、枝打ち

等により空家等の劣化を防ぐことができる旨の助言を行う。また、日頃か

ら管理することが困難な場合には、適切に管理する役務を提供する専門業

者（シルバー人材センターなど）に関する情報を提供したりすることをい

う。 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、

これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努める

ものとする。 

 

第１０条 管理不全法定外空家等に対する措置 

（管理不全法定外空家等に対する措置） 

第１０条 市長は、法定外空家等が管理不全法定外空家等に該当すると認

めるときは、管理不全法定外空家等の所有者等に対し、特定法定外空家

等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指

導をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不

全法定外空家等の状態が改善されず、特定法定外空家等に該当すること

となるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修

繕、立木竹の伐採その他の特定法定外空家等に該当することとなること

を防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 
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【説明】 

 １ 管理不全空家等については、空家法第１３条において指導及び勧告が定

められているが、「管理不全法定外空家等」についても同様の措置を規定

している。 

  

２ 第１項の「必要な措置」とは、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不

全な状態を解消することをいう。 

 

３ 空家法第１３条第２項に基づく勧告を行った場合、地方税法（第３４９

条の３の２又は同法第７０２条の３）により、次年度以降の住宅用地に対

する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用対象から除外され

るが、条例で定義された「管理不全法定外空家等」については、適用しな

い。（法定根拠がないため。） 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそ

のまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあ

ると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全

空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に

掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家

等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導

をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理

不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当す

ることとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、

修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当する

こととなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告するこ

とができる。 

 

【参考】地方税法 

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 

第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人

の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土

地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるも

の並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二
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十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有

者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三

条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定によ

り所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の

敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五

十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」

という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び

前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格の三分の一の額とする。 

（住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例） 

第七百二条の三 第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の

三第一項（同条第二項において準用する場合及び同条第三項（同条第四項

において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合

を含む。次項において同じ。）の規定の適用を受ける土地に対して課する

都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土

地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

２ 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一

項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規

定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二

条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税

標準となるべき価格の三分の一の額とする。 

 

第１１条 特定法定外空家等に対する措置 

第１１条 市長は、法定外空家等が特定法定外空家等に該当すると認める

ときは、特定法定外空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態にない特定法定外空家等については、建

築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をす

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当

該特定法定外空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又

は指導をした者に対し、相当の猶予期限を定めて、除却、修繕、立木竹

の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとること

を勧告することができる。 

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧
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告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めると

きは、その者に対し、相当の猶予期限を定めて、その勧告に係る措置を

とることを命ずることができる。 

４ 市長は、前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ、その措置

を命ぜられる者（以下「命令予定者」という。）に対し、その命じよう

とする措置及びその理由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した

通知書を交付して、命令予定者又はその代理人（以下「命令予定者等」

という。）に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなけれ

ばならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内

に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うこ

とを請求することができる。 

６ 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があったときは、当該請

求に係る命令予定者等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わな

ければならない。 

７ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行うときは、第３項の規定に

よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の

３日前までに、前項に規定する命令予定者等に通知するとともに、これ

を公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する命令予定者等は、意見の聴取に際して、証人を出席

させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でな

いとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、

行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら

義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができ

る。 

１０ 市長は、第３項の規定による命令をしたときは、法第２２条第１３

項の例により、その事実を公示するとともに、当該事実を示した標識を

当該特定法定外空家等に設置するものとする。 

１１ 第３項の規定による命令については、たつの市行政手続条例（平成

１７年条例第１１号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定

は、適用しない。 

 

【説明】 

 １ 特定空家等については、空家法第２２条第１項及び第２項において助言
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又は指導及び勧告が定められているが、「特定法定外空家等」についても

同様の措置を規定している。 

  

 ２ 空家法第２２条第２項に基づく勧告を行った場合、地方税法（第３４９ 

条の３の２又は同法第７０２条の３）により、次年度以降の住宅用地に対 

する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用対象から除外され 

るが、条例で定義された「特定法定外空家等」については、適用しない。

（法定根拠がないため。） 

 

 ３ 第２項及び第３項の「相当の猶予期限」とは、状態の改善に通常要する

と思われる期間であり、物件を整理するための期間及び工事の施工に要す

る期間の合計を目安にする。 

 

４ 特定空家等については、空家法第２２条第３項において命令が定められ

ているが、「特定法定外空家等」についても勧告を受けた者が正当な理由

がなくて措置をとらなかった場合は、空家法と同様に勧告よりも拘束力の

強い命令を行い、必要な改善措置を義務付けることができるよう規定して

いる。 

  

５ 第３項の「正当な理由」とは、やむを得ない理由として、施設入所や入

院などにより、法定外空家等を管理することができず、かつ、高齢などに

より業者と直接交渉を行うことが困難な状態にあることを想定している。 

 なお、必要な金銭がないことは該当しないものとする。 

 

 ６ 第３項の規定による「命令」は文書において行うが、文書の教示中の

「処分の通知を受けた日」は「処分があったことを知った日」と解釈する

ものとする。また、文書を発出する場合は配達証明又は内容証明郵便にて

行う。 

 

 ７ 第４項から第８項までは、空家法と同様に命令に関する必要な手続きを

規定している。なお、第６項に規定する「公開による意見の聴取」につい

ては、空家等対策担当課において実施し、当該徴取内容において疑義が生

じた場合には、必要に応じて「空家等対策調整会議」において協議するほ

か、「空家等対策検討委員会」に対応方針を諮問することとする。 

 

 ８ 特定空家等については、空家法第２２条第９項において行政代執行が定
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められているが、「特定法定外空家等」についても同様の措置を規定して

いる。 

  

９ 特定空家等については、空家法第２２条第１０項において略式代執行が

定められているが、条例で定義された「特定法定外空家等」については、 

略式代執行はできない。（条例に準用する法定根拠がないため。） 

 

１０ 特定空家等については、空家法第２２条第１１項において緊急代執行

が定められているが、条例で定義された「特定法定外空家等」について

は、緊急代執行はできない。（条例に準用する法定根拠がないため。） 

 

１１ 第１０項に規定する「公示」は市広報やホームページ等で行うものと

する。また標識を設置する場所は、命令がされた旨を公示するという目的

を達する上で最も適切な場所とする。 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に

関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家

等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助

言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお

当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導

を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告す

ることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認める

ときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を

とることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじ

め、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びそ

の事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、

その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証

拠を提出する機会を与えなければならない。 
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５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内

に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行う

ことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合において

は、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公

開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三

項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所

を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを

公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、

自己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、そ

の措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でな

いとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行

政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら

義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができ

る。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失

がなくてその措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命

令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第一

項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知すること

ができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないとき

を含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を

自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項に

おいて「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。こ

の場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者において

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町

村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する

旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著

しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹

の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要が

あると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとる

ことを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定

空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置
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実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法

第五条及び第六条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の

設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示し

なければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置する

ことができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該

標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八

十八号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しな

い。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その

適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事

項は、国土交通省令・総務省令で定める。 

 

【参考】地方税法 

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 

第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人

の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土

地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの

並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七

号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等

をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一

項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有

者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の

用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条

の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」とい

う。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第

十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格の三分の一の額とする。 

（住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例） 

第七百二条の三 第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の

三第一項（同条第二項において準用する場合及び同条第三項（同条第四項

において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合
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を含む。次項において同じ。）の規定の適用を受ける土地に対して課する

都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土

地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

２ 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一 

項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規

定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二

条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税

標準となるべき価格の三分の一の額とする。 

 

【参考】行政代執行法 

第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除い

ては、この法律の定めるところによる。 

第二条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）

により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他

人が代つてなすことのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行

しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且

つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれ

をなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 

第三条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定

め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予

め文書で戒告しなければならない。 

② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しな

いときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、

代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算

による見積額を義務者に通知する。 

③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施につい

て緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その

手続を経ないで代執行をすることができる。 

第四条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任

者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時

でもこれを呈示しなければならない。 

第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及び

その納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければ

ならない。 

第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収する
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ことができる。 

② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位

の先取特権を有する。 

③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に

従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。 

 

第１２条 緊急安全措置 

第１２条 市長は、空家等又は法定外空家等が著しく管理不全な状態にあ

り、その状態を放置することにより、市民の生命、身体及び財産に重大な

危害が及ぶおそれがあると認めるときは、当該被害を防ぐために必要な最

小限度の措置（以下「緊急安全措置」という。）を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定により緊急安全措置を講ずるために、安全確保等の

措置が必要な場合においては、関係機関に協力を要請することができる。 

３ 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等又

は法定外空家等の所有者等に通知しなければならない。この場合におい

て、市長は、当該空家等又は法定外空家等の所有者等を確知することがで

きないときは、当該措置の内容を公告するものとする。 

４ 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者

等から徴収することができる。 

 

【説明】 

 １ 本条は、空家法に定めのない、緊急安全措置について定めたものであ

る。 

 

 ２ 空家等・法定外空家等を適切に管理するのは、本来は所有者等の責務で

あり、緊急安全措置も所有者等が行うべきであるが、風水害の発生により

急激に状態が悪化し早急な対応が必要な場合や、所有者等による速やかな

対応が見込めない場合等においては、市民の安心・安全の確保のため、所

有者等の同意がなくても、市が限定的に実施することができると規定して

いる。 

  

３ 空家等又は法定外空家等の問題解消において、関係機関と連携して取り

組むことを規定している。 

  

４ 第１項の規定による緊急安全措置を講じたときは、所有者等に当該措置

内容等を通知する。所有者等を確知できない場合又は所有者等が判明して
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いても連絡先が不明である場合は公告を実施する。 

 

第１３条 委任 

第１３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

 

【説明】 

 １ 本条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定し

ている。 

 

第１４条 過料 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者については、５万円以下の過料

を科する。 

（１）第６条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

（２）第１１条第３項の規定による市長の命令に違反した者 

 

【説明】 

 １ 過料については空家法第３０条において命令に違反した者、立入調査を

拒んだ者等に過料を科すことが規定されているが、「法定外空家等」にも

同様に過料を科すことを定めたものである。 

 

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、

五十万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円

以下の過料に処する。 

 


